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デジタル庁訓令第５号 

デジタル庁の保有する個人情報管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和４年３月 30日 

内閣総理大臣 岸田 文雄   

 

デジタル庁の保有する個人情報管理規程の一部を改正する訓令 

デジタル庁の保有する個人情報管理規程（令和３年デジタル庁訓令第 30号）の一部を次のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

第１章 総則 

第１条 ［略］ 

（用語の定義） 

第２条 この規程における用語の定義は、「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「個

人情報保護法」という。）第２条及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律」（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）第２条の定めるところによる。 

 

 

第２章 管理体制 

 第３条～第９条 ［略］ 

（保有個人情報等の適切な管理のための会議) 

第１０条 総括個人情報管理者は、保有個人情報等の管理に係る重要事項の決定、連絡・調整等を行うため必

要があると認めるときは、関係職員を構成員とする会議を開催することができる。なお、必要に応じて情報

セキュリティ等について専門的な知識及び経験を有する者等の参加を求めることができる。 

 

第３章 ［略］ 

 

第４章 職員の責務 

第１２条 職員は、個人情報保護法及び番号法の趣旨に則り、関連する法令及びこの規程並びに総括個人情報

管理者、個人情報管理者等及び個人情報取扱主任等の指示に従い、保有個人情報等を取り扱わなければなら

ない。 

 

第５章 保有個人情報等の取扱い 

（アクセス制限) 

第１３条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 職員は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有個人情報等にアクセスし

てはならず、アクセスは必要最小限としなければならない。 

（複製等の制限) 

第１４条 職員が業務上の目的で保有個人情報等を取り扱う場合であっても、個人情報管理者等は、次に掲げ

る行為については、当該保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該行為を行うことができる場合を

第１章 総則 

第１条 ［略］ 

（用語の定義) 

第２条 この規程における用語の定義は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律

第５８号。以下「行政機関個人情報保護法」という。）第２条及び「行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律」（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）第２条の定めると

ころによる。 

 

第２章 管理体制 

 第３条～第９条 ［略］ 

（保有個人情報等の適切な管理のための会議) 

第１０条 総括個人情報管理者は、保有個人情報等の管理に係る重要事項の決定、連絡・調整等を行うため必

要があると認めるときは、関係職員を構成員とする会議を開催することができる。 

 

 

第３章 ［略］ 

 

第４章 職員の責務 

第１２条 職員は、行政機関個人情報保護法及び番号法の趣旨に則り、関連する法令及びこの規程並びに総括

個人情報管理者、個人情報管理者等及び個人情報取扱主任等の指示に従い、保有個人情報等を取り扱わなけ

ればならない。 

 

第５章 保有個人情報等の取扱い 

（アクセス制限) 

第１３条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 職員は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有個人情報等にアクセスし

てはならない。 

（複製等の制限) 

第１４条 職員が業務上の目的で保有個人情報等を取り扱う場合であっても、個人情報管理者等は、次に掲げ

る行為については、当該保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該行為を行うことができる場合を
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必要最小限に限定し、職員は、個人情報管理者等の指示に従い行わなければならない。 

  一～四 ［略］ 

第１５条 ［略］ 

（媒体の管理等) 

第１６条 職員は、個人情報管理者等の指示に従い、保有個人情報等が記録されている媒体を定められた場所

に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管、施錠等を行わなければならない。ま

た、保有個人情報等が記録されている媒体を外部へ送付し又は持ち出す場合には、原則として、パスワード

等（パスワード、ＩＣカード、生体情報等をいう。以下同じ。）を使用して権限を識別する機能（以下「認証

機能」という。）を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。 

（誤送付等の防止) 

第１６条の２ 職員は、保有個人情報等を含む電磁的記録又は媒体の誤送信・誤送付・誤交付又はウェブサイ

ト等への誤掲載を防止するため、個別の事務・事業において取り扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じ、

複数の職員による確認やチェックリストの活用等の必要な措置を講じなければならない。 

（廃棄等) 

第１７条 職員は、保有個人情報等又は保有個人情報等が記録されている媒体（端末及びサーバに内蔵されて

いるものを含む。）が不要となった場合には、個人情報管理者等の指示に従い、当該保有個人情報等の復元又

は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行わなければならない。特に、保有個人

情報等の消去や保有個人情報等が記録されている媒体の廃棄を委託する場合（二以上の段階にわたる委託を

含む。）には、必要に応じて職員が消去及び廃棄に立ち会い、又は写真等を付した消去及び廃棄を証明する書

類を受け取るなど、委託先において消去及び廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。 

第１８条・第１９条 ［略］ 

（外的環境の把握) 

 第１９条の２ 保有個人情報等が、外国（民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合においては

クラウドサービス提供事業者が所在する外国及び個人データが保存されるサーバが所在する外国が該当す

る。）において取り扱われる場合、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報

等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

 第２０条～第２３条 ［略］ 

 

第６章 情報システムにおける安全の確保等 

（アクセス制御) 

第２４条 個人情報管理者等は、保有個人情報等（情報システムで取り扱うものに限る。以下第３０条を除き、

この章において同じ。）の秘匿性等その内容に応じて、認証機能を設定する等のアクセス制御のために必要な

措置を講じなければならない。 

 

２ ［略］ 

 第２５条～第３６条 ［略］ 

 

第７章 情報システム室等の安全管理 

（入退管理) 

第３６条の３ 個人情報管理者等は、保有個人情報等を取り扱う基幹的なサーバ等で個人情報管理者等が指定

限定し、職員は、個人情報管理者等の指示に従い行わなければならない。 

  一～四 ［略］ 

第１５条 ［略］ 

（媒体の管理等) 

第１６条 職員は、個人情報管理者等の指示に従い、保有個人情報等が記録されている媒体を定められた場所

に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管、施錠等を行わなければならない。 

 

 

 

  

［新設］ 

 

 

（廃棄等) 

第１７条 職員は、保有個人情報等又は保有個人情報等が記録されている媒体（端末及びサーバに内蔵されて

いるものを含む。）が不要となった場合には、個人情報管理者等の指示に従い、当該保有個人情報等の復元

又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行わなければならない。 

 

 

 

第１８条・第１９条 ［略］ 

  

 ［新設］ 

 

 

 

 第２０条～第２３条 ［略］ 

 

第６章 情報システムにおける安全の確保等 

（アクセス制御) 

第２４条 個人情報管理者等は、保有個人情報等（情報システムで取り扱うものに限る。以下第３０条を除き、

この章において同じ。）の秘匿性等その内容に応じて、パスワード等（パスワード、ＩＣカード、生体情報等

をいう。以下同じ。）を使用して権限を識別する機能（以下「認証機能」という。）を設定する等のアクセス

制御のために必要な措置を講じなければならない。 

２ ［略］ 

 第２５条～第３６条 ［略］ 

 

［新設］ 
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する機器を設置する室その他の区域（以下「情報システム室」という。）に立ち入る権限を有する者を定める

とともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は

監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持出しの制限又は検査等の措置を講ずるも

のとする。また、保有個人情報等を記録する媒体を保管するための施設を設けている場合においても、必要

があると認めるときは、同様の措置を講ずるものとする。 

２ 個人情報管理者等は、必要があると認めるときは、情報システム室の出入口の特定化による入退の管理の

容易化、所在表示の制限等の情報システム室の安全を管理するための措置を講ずるものとする。 

３ 個人情報管理者等は、情報システム室及び保管施設の入退の管理について、必要があると認めるときは、

身分証明書の提示を求めるとともに、立入りに係る認証機能を設定し、パスワード等の管理に関する定めの

整備（その定期又は随時の見直しを含む。）及びパスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる

ものとする。 

（情報システム室等の管理) 

第３６条の４ 個人情報管理者等は、外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等に施錠装置、警報装置

及び監視設備の設置等の措置を講ずるものとする。 

２ 個人情報管理者等は、災害等に備え、情報システム室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講

ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずるものとする。 

 

第８章 保有個人情報等の提供 

（保有個人情報の提供) 

 第３７条 個人情報管理者は、個人情報保護法第６９条第２項第３号及び第４号の規定に基づき行政機関及び

独立行政法人等以外の者に保有個人情報を提供する場合には、個人情報保護法第７０条の規定に基づき、原

則として、提供先における利用目的、利用する業務の根拠法令、利用する記録範囲及び記録項目、利用形態

等について提供先との間で書面を取り交わさなければならない。 

 ２ 個人情報管理者は、個人情報保護法第６９条第２項第３号及び第４号の規定に基づき行政機関及び独立行

政法人等以外の者に保有個人情報を提供する場合には、個人情報保護法第７０条の規定に基づき、安全確保

の措置を要求するとともに、必要があると認めるときは、提供前又は随時に実地の調査等を行い、措置状況

を確認してその結果を記録するとともに、改善要求等の措置を講じることができる。 

 ３ 個人情報管理者は、個人情報保護法第６９条第２項第３号の規定に基づき行政機関又は独立行政法人等に

保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、個人情報保護法第７０条の規定に基づ

き、前二項に規定する措置を講じることができる。 

第３８条 ［略］ 

 

第９章 保有個人情報の取扱いに係る業務委託等 

（保有個人情報の取扱いに係る業務の委託等) 

 第３９条 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を

有しない者を選定することがないようにしなければならない。また、契約書に、次に掲げる事項を明記する

とともに、委託先における責任者等及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況につい

ての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認しなければならない。 

  一～三 ［略］ 

  四 個人情報の安全管理に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 保有個人情報等の提供及び業務の委託等 

（保有個人情報の提供) 

 第３７条 個人情報管理者は、行政機関個人情報保護法第８条第２項第３号及び第４号の規定に基づき行政機

関及び独立行政法人等以外の者に保有個人情報を提供する場合には、原則として、提供先における利用目的、

利用する業務の根拠法令、利用する記録範囲及び記録項目、利用形態等について書面を取り交わさなければ

ならない。 

 ２ 個人情報管理者は、行政機関個人情報保護法第８条第２項第３号及び第４号の規定に基づき行政機関及び

独立行政法人等以外の者に保有個人情報を提供する場合には、安全確保の措置を要求するとともに、必要が

あると認めるときは、提供前又は随時に実地の調査等を行い、措置状況を確認してその結果を記録するとと

もに、改善要求等の措置を講じることができる。 

 ３ 個人情報管理者は、行政機関個人情報保護法第８条第２項第３号の規定に基づき行政機関又は独立行政法

人等に保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、前二項に規定する措置を講じる

ことができる。 

第３８条 ［略］ 

 

［新設］ 

（保有個人情報の取扱いに係る業務の委託等) 

 第３９条 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を

有しない者を選定することがないようにしなければならない。また、契約書に、次に掲げる事項を明記する

とともに、委託先における責任者等及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況につい

ての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認しなければならない。 

  一～三 ［略］ 

  ［新設］ 
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  五 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項 

  六 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項 

  七 法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項 

  八 契約内容の遵守状況についての定期報告に関する事項及び委託先における委託された個人情報の取扱状

況を把握するための監査等に関する事項（再委託先の監査等に関する事項を含む。） 

 ２ 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、取扱いを委託する個人情報の範囲は、委託

する業務内容に照らして必要最小限とし、委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容やその量等

に応じて、委託先における作業の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年１

回以上、原則として実地検査により確認しなければならない。 

 ３・４ ［略］ 

 ５ 保有個人情報を提供又は業務委託する場合には、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、

提供先の利用目的、委託する業務の内容、保有個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、特

定の個人を識別することができる記載の全部若しくは一部を削除し、又は別の記号に置き換える等の措置を

講ずる。 

 第４０条 ［略］ 

 

第１０章 サイバーセキュリティの確保 

（サイバーセキュリティに関する対策の基準等) 

 第１０条の２ 個人情報管理者等は、個人情報を取り扱い、又は情報システムを構築し、若しくは利用するに

当たっては、サイバーセキュリティ基本法（平成２６年第１０４号）第２６条第１項第２号に掲げられたサ

イバーセキュリティに関する対策の基準等を参考として、取り扱う保有個人情報等の性質等に照らして適正

なサイバーセキュリティの水準を確保する。 

 

第１１章 安全管理上の問題への対応 

（事案の報告及び再発防止措置) 

 第４１条 保有個人情報等の漏えい、滅失又は毀損等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び特定個人情報

等取扱担当者が取扱規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合等、安全管理の上で問題となる事案

又は問題となる事案の発生のおそれを認識した場合に、その事案等を認識した職員は、直ちに当該保有個人

情報等を管理する個人情報管理者等（個人情報管理者等が不在等により報告等が困難な場合かつ特に重大と

認める事案が発生した場合には、総括個人情報管理者）に報告しなければならない。 

 ２～４ ［略］ 

 ５ 個人情報管理者等は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずるとともに、同

種の業務を実施している部局等に再発防止措置を共有しなければならない。 

（個人情報保護法に基づく報告及び通知) 

 第４１条の２ 漏えい等が生じた場合であって個人情報保護法第６８条第１項の規定による個人情報保護委員

会への報告及び同条第２項の規定による本人への通知を要する場合には、前条で定める事項と並行して、速

やかに所定の手続を行うとともに、個人情報保護委員会による事案の把握等に協力する。 

(公表等) 

 第４２条 個人情報保護法第６８条第１項の規定による個人情報保護委員会への報告及び同条第２項の規定に

よる本人への通知を要しない場合であっても、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公

  四 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項 

  五 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項 

  六 法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項 

  ［新設］ 

 

 ２ 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する業務に係る保有個人情報の秘匿性

等その内容やその量等に応じて、委託先における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、

少なくとも年１回以上、原則として実地検査により確認しなければならない。 

 

 ３・４ ［略］ 

 ５ 保有個人情報を提供又は業務委託する場合には、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、

提供先の利用目的、委託する業務の内容、保有個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏

名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずる。 

 

 第４０条 ［略］ 

 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

第８章 安全確保上の問題への対応 

（事案の報告及び再発防止措置) 

 第４１条 保有個人情報等の漏えい、滅失又は毀損等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び特定個人情報

等取扱担当者が取扱規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合等、安全確保の上で問題となる事案

又は問題となる事案の発生のおそれを認識した場合に、その事案等を認識した職員は、直ちに当該保有個人

情報等を管理する個人情報管理者等（個人情報管理者等が不在等により報告等が困難な場合かつ特に重大と

認める事案が発生した場合には、総括個人情報管理者）に報告しなければならない。 

 ２～４ ［略］ 

 ５ 個人情報管理者等は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講じなければならな

い。 

  

［新設］  

 

 

(公表等) 

 第４２条 事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る保有個人情報等の

本人への対応等の措置を講じる。公表を行う事案については、当該事案の内容、経緯、被害状況等について、
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表、当該事案に係る保有個人情報等の本人への対応等の措置を講じる。公表を行う事案については、当該事

案の内容、経緯、被害状況等について、速やかに個人情報保護委員会に情報提供を行う。国民の不安を招き

かねない事案（例えば、公表を行う漏えい等が発生したとき、個人情報保護に係る内部規程に対する違反が

あったとき、委託先において個人情報の適切な管理に関する契約条項等に対する違反があったとき等）につ

いては、事案の内容、影響等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等について、速やかに個人情報保

護委員会事務局へ情報提供を行うものとする。 

 

第１２章 監査及び点検の実施 

（監査) 

 第４３条 監査責任者は、保有個人情報等の適切な管理を検証するため、第２章から第１１章に規定する措置

の状況を含む当該行政機関における保有個人情報等の管理の状況について、定期に、及び必要に応じ監査を

行い、その結果を総括個人情報管理者に報告する。 

（点検) 

 第４４条 個人情報管理者等は、自ら管理責任を有する保有個人情報等の記録媒体、処理経路、保管方法等に

ついて、定期に、及び必要に応じ点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括個人情報管理者

に報告する。 

 第４５条 ［略］ 

 

第１３章 その他 

 第４６条 ［略］ 

速やかに総務省（行政管理局）及び個人情報保護委員会に情報提供を行う。 

 

 

 

 

 

 

第９章 監査及び点検の実施 

（監査) 

 第４３条 監査責任者は、保有個人情報等の適切な管理を検証するため、第２章から第８章に規定する措置の

状況を含む当該行政機関における保有個人情報等の管理の状況について、必要に応じ監査を行い、その結果

を総括個人情報管理者に報告する。 

（点検) 

 第４４条 個人情報管理者等は、自ら管理責任を有する保有個人情報等の記録媒体、処理経路、保管方法等に

ついて、必要に応じ点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括個人情報管理者に報告する。 

  

第４５条 ［略］ 

 

第１０章 その他 

 第４６条 ［略］ 

 

   附 則 

 この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 

 


